
年
末
調
整
で
は
で
き
な
い
医
療

費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
な
ど
を
税
務
署
に
申
告
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
所
得
税
の
一
部
ま

た
は
全
部
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
の
際
は
、
給
与
や
年
金

な
ど
の
源
泉
徴
収
票
と
各
種
控
除

証
明
書
な
ど
必
ず
原
本
を
ご
用
意

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
医
療
費
控
除
の
申
告
を

す
る
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
医
療
費

明
細
書
の
作
成
も
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

●
医
療
費
控
除

あ
な
た
が
、
ご
自
身
や
ご
家
族

（
同
一
生
計
）
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
一

定
額
を
超
え
た
と
き

●
会
社
な
ど
を
中
途
退
職
し
た
方

平
成
23
年
中
に
会
社
な
ど
を
退

職
し
、
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い

と
き還

付
申
告
の
受
付

上
尾
税
務
署
で
は
、
1
月
4
日

か
ら
還
付
申
告
書
の
提
出
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
町
で
も
左
記
の
日

程
で
受
け
付
け
ま
す
。
た
だ
し
、

譲
渡
所
得
や
贈
与
税
の
申
告
相
談

な
ど
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
上
尾
税
務
署
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

受
付
日
時

2
月
9
日
�
・
10
日

�
9
時
〜
15
時
30
分

場
所

役
場
3
階
第
1
会
議
室

還
付
申
告
の
問
合
せ

●
税
務
課
町
民
税
係
9
２
１
５
２

●
上
尾
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部

門
（
申
告
案
内
窓
口
）

�
７
７
０
┃
１
８
０
０
（
自
動
音

声
案
内
）

上
尾
市
大
字
西
門
前
5
7
7

〈
お
願
い
〉
上
尾
税
務
署
で
は
、

確
定
申
告
書
等
に
つ
い
て
は
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

関
東
信
越
税
理
士
会
か
ら
の

お
知
ら
せ〜

無
料
申
告
相
談
〜

期
日

2
月
2
日
�
〜
15
日
�

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

場
所

最
寄
り
の
各
税
理
士
事
務

所対
象

①
年
金
受
給
者
（
年
金
収

入
が
6
0
0
万
円
以
下
）
②
給
与

所
得
者
（
給
与
収
入
6
0
0
万
円

以
下
）
で
医
療
費
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
人
③
平
成
23
年
中
の
退

職
者
④
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な

い
人

2

電
話
で
関
東
信
越
税
理
士
会

上
尾
支
部
ま
た
は
最
寄
り
の
税
理

士
事
務
所
へ
（
9
時
30
分
〜
16
時

ま
で
）

関
東
信
越
税
理
士
会
上
尾
支
部

�
７
７
６
┃
８
７
７
７

F
A
X
７
７
６
┃
８
３
２
２

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
時
点
で
の
土
地
、
家
屋
の
利
用

状
況
を
も
と
に
算
出
し
て
お
り
、

例
年
現
地
調
査
を
年
末
年
始
に
行

っ
て
い
ま
す
。
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方
は
翌
年
度
の
税
額
が
変
わ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
町
に

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
土
地
の
利
用
を
変
更
し
た
方

（
駐
車
場
な
ど
に
利
用
し
始
め

た
等
）

・
家
屋
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
方

（
家
屋
を
取
り
壊
し
た
が
滅
失

登
記
を
し
て
い
な
い
な
ど
、
登

記
が
残
っ
て
い
る
と
課
税
が
そ

の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。）

・
自
宅
を
店
舗
や
事
務
所
等
に
変

更
し
た
方

・
店
舗
や
事
務
所
等
を
居
住
用
に

変
更
し
た
方
な
ど

3

税
務
課
固
定
資
産
税
係
9
２

１
５
４

8

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
お
よ
び
介
護
保
険

料
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の
申
告

で
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
所
得

か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口

座
振
替
）
で
納
付
し
た
方
に
は
、

平
成
23
年
中
の
納
付
額
を
記
載
し

た
「
納
付
額
確
認
書
（
社
会
保
険

料
控
除
用
）」
を
、
1
月
下
旬
に
納

付
義
務
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
確
認
書
に
は
特
別

徴
収
（
年
金
天
引
）
分
は
含
ま
れ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
年
金
支
払
機

関
（
日
本
年
金
機
構
な
ど
）
か
ら

送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
等
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。（
障
害
年
金
、

遺
族
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
方

に
は
源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
納
付
額
の
確
認
が
必

要
な
方
は
、
各
担
当
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。）

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介

護
保
険
料
の
納
付
額
確
認

書
（
普
通
徴
収
分
）
を
送

付
し
ま
す�

内　容� 問合せ先�

国民健康 
保険税 

保険医療課�
国民健康保険係�
9２１７３�

後期高齢者 
医療保険料 

保険医療課�
医療係�
9２１７５�

介護保険料 
福祉課�
介護保険管理係�
9２１２４�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
や
家
屋
の
利
用
方
法
が
変
わ
っ
た
方
へ

－上尾税務署では1月4日から受け付けています－�

所得税の還付申告は�
お早めに�

所得税の還付申告は�
お早めに�

所得税の還付申告は�
お早めに�
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償
却
資
産
と
は
、
事
業
を
営
む

個
人
（
法
人
）
が
使
用
し
て
い
る

事
業
用
資
産
を
い
い
ま
す
。

こ
の
償
却
資
産
は
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
る
た
め
、
事
業
主
は

1
月
1
日
に
所
有
す
る
資
産
の
内

容
を
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
所

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ア
パ
ー
ト
経
営

や
農
業
経
営
な
ど
で
も
償
却
資
産

の
申
告
対
象
と
な
る
も
の
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
等
に
つ
い
て
不
明

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
税
務
課

固
定
資
産
税
係
9
２
１
５
４
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限

平
成
24
年
1
月
31
日
�

申
告
を
要
す
る
人

償
却
資
産
を
町
内
に
所
有
す
る

人
、ま
た
は
貸
し
付
け
て
い
る
人
。

な
お
、
平
成
24
年
1
月
1
日
前

1
年
以
内
に
廃
業
、
解
散
ま
た
は

課
税
対
象
資
産
が
な
く
な
っ
た
場

合
で
も
、
整
理
の
都
合
上
、
申
告

書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
種
類

●
構
築
物
＝
広
告
塔
、
看
板
、
門
、

塀
、
農
林
業
用
構
築
物
、
露
天
式

立
体
駐
車
場
設
備
、
舗
装
そ
の
他

土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
な
ど

●
機
械
お
よ
び
装
置
＝
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
、
工
作
機
械
、
揚
重
機
、
運

搬
装
置
、
製
造
・
加
工
設
備
、
建

設
機
械
な
ど

●
車
両
お
よ
び
運
搬
具
＝
ブ
ル
ド

ー
ザ
ー
な
ど

●
工
具
、器
具
お
よ
び
備
品
＝
机
、

い
す
、
ロ
ッ
カ
ー
、
陳
列
ケ
ー
ス
、

電
動
工
具
、
冷
暖
房
機
器
、
測
定

機
器
、
事
務
機
器
、
医
療
機
器
、

き
の
こ
栽
培
用
ほ
だ
木
、
無
人
駐

車
管
理
装
置
、
金
型
な
ど

申
告
を
要
し
な
い
資
産

①
耐
用
年
数
1
年
未
満
ま
た
は
取

得
価
額
10
万
円
未
満
の
償
却
資

産
で
一
時
に
損
金
算
入
ま
た
は

必
要
経
費
に
算
入
し
た
も
の

②
取
得
価
額
が
20
万
円
未
満
の
償

却
資
産
で
一
括
償
却
資
産
と
し

て
3
年
均
等
償
却
を
行
っ
て
い

る
も
の

③
家
庭
用
に
使
用
さ
れ
る
資
産

④
自
動
車
税
、
ま
た
は
軽
自
動
車

税
の
課
税
対
象
で
あ
る
自
動
車
、

原
付
自
転
車
な
ど

今
ま
で
勤
め
て
い
た
会
社
を
退

職
し
、
健
康
保
険
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
方
は
、
国
民
健
康
保
険

の
加
入
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
方
が
就
職
し
、
会
社
等

の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た
場
合

に
は
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
脱

退
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

会
社
や
健
康
保
険
組
合
か
ら
国

民
健
康
保
険
へ
の
連
絡
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
必
ず
ご
自
身
で
町
保

険
医
療
課
国
民
健
康
保
険
係
へ
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
る
方
は
、
し
ば
ら
く
期
間
を

お
い
て
届
出
し
た
場
合
で
も
、
加

入
日
と
保
険
税
は
以
前
の
健
康
保

険
を
喪
失
し
た
日
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

同
じ
世
帯
で
、
次
の
表
に
当
て

は
ま
る
と
き
は
、
忘
れ
ず
に
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

3

保
険
医
療
課
国
民
健
康
保
険

係
9
２
１
７
３

9

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を�

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を�

〜
国
民
健
康
保
険
〜�

国民健康保険に加入するとき�

他の市町村から転入してきたとき 
子どもが生まれたとき 
会社の健康保険から、本人または被扶 
養者が抜けたとき 

生活保護を受けなくなったとき 

他の市町村に転出するとき 
会社の健康保険に、本人または被扶養 
者が入ったとき 
国民健康保険の加入者が亡くなったとき 
生活保護を受けるようになったとき 

国民健康保険から脱退するとき�

町内で転居したとき 
世帯主や氏名が変わったとき 
世帯を一緒にしたり、分けたとき 
保険証の紛失や汚れて使えないとき 
退職者医療制度の対象となったとき 

その他、手続きが必要なとき�

こんなとき�
他の市町村から発行される転出証明書 
印鑑・母子健康手帳 
会社の健康保険から本人または被扶養者が 
抜けた証明書（健康保険資格喪失証明書） 
生活保護廃止決定通知書 

手続きに必要なもの�

こんなとき� 手続きに必要なもの�

こんなとき� 手続きに必要なもの�

国民健康保険証 
 
国民健康保険証・会社の健康保険証 

印鑑・国民健康保険証 
国民健康保険証・生活保護開始決定通知書 

 
国民健康保険証 
 
本人確認できるもの（運転免許証や納税通知書等） 
国民健康保険証・年金証書 

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を�

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を�

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を�

〜
国
民
健
康
保
険
〜

〜
国
民
健
康
保
険
〜�

〜
国
民
健
康
保
険
〜�

償
却
資
産
の
申
告
は

償
却
資
産
の
申
告
は�

1
月
31
日
（
火
）
ま
で
で
す

ま
で
で
す�
償
却
資
産
の
申
告
は

償
却
資
産
の
申
告
は�

1
月
31
日
（
火
）
ま
で
で
す

ま
で
で
す�
償
却
資
産
の
申
告
は�

1
月
31
日
（
火
）
ま
で
で
す�

償
却
資
産
に
係
る�

固
定
資
産
税
電
子
申
告�

の
ご
案
内�

　
町
で
は
、
平
成
21
年
度
よ

り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム 

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス「
e
L
T
A
 

X
」と
い
い
ま
す
。）
で
の
、

償
却
資
産
の
申
告
が
可
能
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

　
利
用
や
申
告
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド「
税
金
」）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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